
                                                       

 

平成２４年３月２日付け津市監査委員告示第１号公表分 

（１）政策財務部 

地域政策課（地域振興室（当時）） 

監査の結果 津ｅネットショップ管理運営業務について、当該業務は、イ 

ンターネット上に地域産品の共同市場「津モール」を開設・運  

営し、全国への情報発信を行い、地域の活性化を図ることを目

的とするもので、津ｅネットショップ実行委員会に随意契約に 

より委託しており、当該委託料は、平成２２年度は３３２万円、

平成２３年度は３２９万円を支出しているが、「津モール」で

販売している商品数は尐なく、平成２２年１２月の開設後１年

間の売上実績は１件という状況であり、費用に見合う効果が得

られないことを懸念することから、当該業務の在り方を見直さ

れたい。 

措置の内容 地域産品についての情報発信による地域の活性化は必要で

あることから、利用者数の増加を目指すべく津ｅネットショッ

プ管理運営業務を見直し、平成２４年４月１日、「津モール」

（４事業者５品目）を再構築し、津市物産ＳＨＯＰ｢ついーと｣

（２９事業者１０１品目）の新規開設を行った。  

（２）健康福祉部 

 こども家庭課 

監査の結果 児童福祉法第５６条第４項の規定に基づく私立保育園に係

る保育所入所負担金の収納事務の委託について、地方自治法施

行令第１５８条第２項の規定に基づきその旨を告示していた

が、同負担金の収納事務を委託したことについては、児童福祉

法施行令第４４条の２第１項の規定に基づき告示しなければ

ならないものであり、さらに、同項は、その旨を本人又はその

扶養義務者の見やすい方法により公表しなければならないと

定めているが、これを公表していないことから、収納事務を委

託するに当たっては、法令の定めるところにより、適正に事務

を執行されたい。 

措置の内容 保育所入所負担金の収納事務の委託については、児童福祉法

施行令第４４条の２第１項の規定に基づき告示し、また、その

旨については受託者証を各私立保育園の掲示板へ掲出するな

どの方法により公表するよう改めた。  



                                                       

 

（３）商工観光部 

 観光振興課 

監査の結果 平成２２年度の榊原温泉振興協会事業補助金（８３０万円）

に係る実績報告書を見ると、ＣＭ等総合宣伝事業費（５１５万

４千円）の全額が市費充当額であると記載されており、当該事

業費について、交付確定に係る証憑書類を調査したところ、公  

金で賄うことがふさわしくない経費が一部にあったほか、市費 

充当額の内容を十分に確認できないものがあった。改めて調査

したところ、実績報告書に記載上の不備があったということで

あるが、これらのことは、同協会における補助金の取扱いに起

因する一方、補助金審査の在り方に問題があることは否めな

い。 

補助金行政に携わる職員は、貴重な公金を財源とする補助金

を充当した経費が、当該補助金の趣旨及び目的にかなうものか

否かに特に留意し、必要に応じて、その実態を把握・検証し、

問題があれば、速やかに津市補助金等交付規則上の措置を講じ

ることはもとより、当該補助金の在り方を見直すことが肝要で 

 あると考えることから、榊原温泉振興協会事業補助金について

は、問題点を整理の上、所要の是正措置を講じられたい。  

措置の内容 榊原温泉振興協会に対し、市費充当額の内容を十分に確認で

きるよう証憑書類などの整備を行うよう指示したほか、平成２

３年度の補助金の交付に当たっては、津市行財政改革大綱の補

助金に係る交付指針や津市補助金等交付規則等の趣旨を十分

に踏まえ、その実態を把握・検証した。  

（４）農林水産部 

 農林水産政策課 

監査の結果 平成２２年度の農林業就業促進対策事業補助金について、そ

の趣旨及び目的は、農林業を営む事業者における農林業への就

業意欲のある者（以下「就業希望者」という。）への実践研修

等に要する経費（賃金等）の一部を補助することによって、円

滑な就業を支援し、将来の農林業の担い手を確保するものであ

るところ、研修実施計画書に添付された就業希望者の履歴書の

「動機」の項目に全く記載のないもの又は経済的な動機が記載



                                                    

 

されているものがあったほか、履歴書に経済的な動機を記載し

た就業希望者については、３か月以上研修したにもかかわら

ず、その研修記録簿の研修上の課題、指導結果等に関する事項  

は記載されていなかった。これらのことについては、同補助金

の趣旨及び目的に照らし、望ましいものではないことから、必

要に応じて、職員が直接就業希望者と面談して就業意欲を確認  

するとともに、研修記録簿への記載を徹底するよう、その事務

処理の在り方を見直されたい。 

措置の内容 農林業就業促進対策事業補助金の交付決定を行う際に、研修

実施計画書に添付される履歴書から志望動機等について十分

点検を行うとともに、実績報告書の提出時において、研修記録

簿の研修上の課題、指導結果等に関する事項の記載がなされて

いるかなど、当該補助金の趣旨及び目的に合致するかの確認行

為を徹底するよう改めた。 

（５）下水道部 

 下水道建設課 

監査の結果 下水道工事に伴う工作物（事業用資産をいう。以下同じ。）

の移設補償について、被補償者から提出された見積額を基準に

その移設補償金額を算定しており、平成２３年度の工作物の移

設補償事案の一部について見ると、橋内東部第二排水雨水幹線

築造工事に伴う工作物の移設補償金額の基準とした見積額に

消費税が含まれていた。 

一般的に被補償者が消費税の課税事業者である場合におい

ては、消費税額の算定上、控除対象仕入税額として仕入税額控

除できる場合があり、その結果、移設補償金に含まれる消費税

相当額を負担しなかったことになるときは、過補償になること

から、あらかじめ消費税相当額の補償の要否を判定する必要が

ある。 

そこで、当該工事に伴う工作物の移設補償に当たって、消費

税相当額の補償が必要であると判定した理由を聴取したとこ

ろ、本来はその補償が必要でないものであったということか

ら、所要の是正措置を講じるとともに、工作物の移設補償に当

たっては、適切に消費税相当額の補償の要否を判定するよう、



                                                    

 

補償事務の在り方を見直されたい。 

措置の内容 当該工事に伴う工作物の移設補償費のうち補償が必要では

なかった消費税相当額について戻入した。また、工作物の移設

補償の要否判定について、要否判定フロー等の活用により、判

定方法の見直しを図った。  

（６）会計管理室 

監査の結果 法人その他の社団に対する補助金、負担金等の支払に係る審

査に当たって、債権者たる法人等の代表者から提出された請求

書に振込先として指定された預金口座の名義人について、当該

法人等の名称のほか、代表者以外の者（会計担当者等）の氏名

が記載されている場合において、会計管理室は、当該支払金の

受領委任に係る委任状の徴取を求めているが、債権者と預金口

座の名義人として記載された当該法人等の名称が一致するの

であれば、当該支払金の債権者と受領者は同一であると解する 

 ものであって、委任状の徴取は不要であると考えられる。この

ような委任状の徴取については、全庁的に相当な件数に及ぶも

のと推察するが、債権者のためでなければ支出することができ

ないことを定めた地方自治法第２３２条の５第１項の趣旨を

踏まえつつ、市の職員及び債権者たる法人等における事務の負

担軽減を図る観点から、その要否について検討の上、その結果

を踏まえて、所要の改善に取り組まれたい。 

措置の内容 債権者を法人、法人でない団体等に区分した上で、受領委任

に係る委任状の徴取の要否に関する考え方を整理し、債権者と

預金口座の名義人として記載された当該法人等の名称が一致

する場合は委任状の徴取は不要とするよう改めた。 

（７）久居総合支所 

 生活課 

監査の結果 久居北口文化会館における月刊誌の購入に当たって、割引の

ある定期購読を利用すれば、より安価に調達できるものがあっ

たことから、年間を通じて購入する雑誌については、定期購読

による割引の有無を確認の上、調達方法を見直されたい。 

措置の内容 年間を通じて購入する冊子について、割引のある定期購読を

利用することにより、より安価に調達するよう改めた。  



                                                    

 

（８）消防本部 

   消防総務課 

監査の結果 修繕業務に係る見積合わせの執行に当たって、美杉町内の３ 

者（便宜上「Ａ社」、「Ｂ社」、「Ｃ社」という。）を選定したも

のについて見たところ、Ａ社、Ｂ社、Ｃ社は、それぞれ異なる 

様式・字体の見積書を使用していたと考えられるが、Ａ社が三

多気防火水槽フェンス修繕業務の見積合わせで提出した見積

書の様式・字体は、Ｂ社が八知防火水槽フェンス修繕業務の見

積合わせで提出したものと酷似する一方、Ｂ社が三多気防火水

槽フェンス修繕業務の見積合わせで提出した見積書の様式・字

体は、Ａ社が八知防火水槽フェンス修繕業務の見積合わせで提

出したものと酷似している。  

そして、これらの見積合わせの結果、各修繕業務はいずれも

Ｃ社が受注しているが、これらのことは、公正かつ適正な見積 

 合わせであったか否か、疑問を抱かざるを得ないものであり、

契約事務の公正かつ適正な執行を確保する観点から、これらの

業者に事実関係を聴取するなど、調査の上、その結果を踏まえ、

適切に対処されたい。 

措置の内容 見積合わせの執行時において、複数の執行職員により見積書

の様式・字体が酷似していないかなど、公正かつ適正な見積合

わせであるか否かの観点からも確認を確実に行うよう改めた。 

（９）教育委員会事務局 

ア 教育総務課 

（ア）市立学校における備品（事務用机）の購入について 

監査の結果 人事異動により事務用机の不足が生じた一部の市立学校に

おいて、他校における事務用机の余剰品の有無を調査すること

なく、当該不足数量の事務用机を購入していたが、全庁的に経

費節減に取り組む中、備品の購入に当たっては、他校における

余剰品の有無を調査の上、余剰品がある場合は、これを利用す

ることによって、一層の経費節減に努められたい。 

措置の内容 市立学校における事務用机の余剰品に係る調書を作成し、市

立学校間で情報を共有することにより、余剰品がある場合は、

これを利用するよう改めた。 



                                                    

 

（イ）フラットファイルの背表紙に係る印刷業務について 

監査の結果 市立学校において、フラットファイルの背表紙に係る印刷業

務を発注しており、平成２２年度の発注総額は５１万６千円（ 

教育総務課調べ）であった。当該印刷業務は、フラットファイ

ルに文書管理上の背表紙を貼付し、これを成果品として各市立

学校が発注した数量分の納品を受けるもので、一部の市立学校

における支出負担行為回議書を見ると、その１冊当たりの消費

税抜きの単価は６８円であった。 

一方、市の単価契約価格表（Ａブロック：平成２２年６月１ 

日～平成２３年５月３１日納品分）におけるフラットファイル

の消費税抜きの単価は１０冊入りが２３５円で１冊当たりに

すると２３．５円となり、背表紙については、各所管課等に設

置された情報機器端末及びプリンタ機器を使用すれば容易に

作製できるものであることから、市立学校における当該印刷業 

 務の発注は割高な調達方法であって、全庁的に経費節減に取り

組む中、望ましいものではないと考えるため、当該印刷業務の

在り方を見直されたい。 

措置の内容 フラットファイルの背表紙については、印刷業務の発注を行

わず、市立学校に設置された情報機器端末及びプリンタ機器を

使用して作製するよう改めた。 

  イ 香良洲事務所 

監査の結果 香良洲学校給食センター及び市立香良洲小学校に係る日本

放送協会放送受信契約について、それぞれ日本放送協会放送受

信規約第５条第１項に定める放送受信料の支払をしていたが、

同規約第５条の５は、事業所の同一敷地内における２件以上の

契約のうち、１件を除く各契約については、当該放送受信料の

半額を減じるという事業所割引制度を定めているため、これら

の施設に係る契約が事業所割引制度の対象になるか否かを確

認の上、所要の手続を行い、経費節減に努められたい。 

措置の内容 日本放送協会に確認を行ったところ、香良洲学校給食センタ 

ー及び市立香良洲小学校の日本放送協会放送受信料について 

は、同一敷地内における事業所割引制度の対象と認められたこ 

とから、所要の手続を行った。  



                                                    

 

（10）随時監査 

 建設部北工事事務所 

監査の結果 平成２３年度北道新補第２号 追上響野線ほか１線道路改

良工事（その２）について、当該路線は、県道亀山・白山線と

市道椋本安西線を結ぶ都市計画道路であり、延長８７０メート

ルのうち３２６メートル、幅員９．５メートルを整備するもの

である。 

工事期間は、平成２３年８月２９日から平成２４年１月２０

日までであるが、平成２３年１２月２８日現在の工事進捗率は

４５．０パーセントで、平成２４年１月１０日に現地調査をし

たところ、地下埋設物(上・下水道管)の管理者との調整不足に 

より、当該地下埋設物が布設されておらず、工事期間内の完成

が困難な状況であったため、地下埋設物の布設を要する道路改

良工事については、事前に地下埋設物の管理者と十分な調整を 

 行い、当初の工程に従い施工できるよう、その発注の在り方を

見直されたい。 

なお、工程が大幅に遅延しているにもかかわらず、工程の変

更がなされていなかったことから、工程管理が機能するよう速

やかに工期を延長し、その実績評価に応じて、工種別の施工計

画を変更するよう工程管理の在り方を見直されたい。 

措置の内容 地下埋設物（上・下水道管）の有無については、発注の事前

に行う占用者会議等において、管理者と十分調整を図っていく

とともに、工程管理を的確に行い、工期の延長が必要な場合に

あっては速やかに行うよう改めた。 

 


